
総務省では、国民の皆様のご利用に便利な場所に、暮
らしの行政相談所を設置しています。
日程により、司法書士、税理士、社会保険労務士に相

談することもできます（日程は裏面をご覧ください）。
原則、予約は不要で、無料で相談できますので、お気

軽にご利用ください。

総務省千葉行政監視行政相談センター

＜お問い合わせ先＞

０４３-２４４-１１００

暮らしの行政相談所

登記 税金労働問題

役所の手続き 社会保険相続 年金

＜会場＞ 以下のいずれかの会場で開設しています。

● 鎌取コミュニティセンター
（千葉市緑区おゆみ野3－15－2）
JR外房線「鎌取」駅下車 徒歩約５分

● ゆみ～る鎌取ショッピングセンター
（千葉市緑区おゆみ野3－16－1）
３階イベントスペース（ハニーズ前）

JR外房線「鎌取」駅下車 徒歩約３分

鎌取



令和８年度 暮らしの行政相談所開催スケジュール

（鎌取コミュニティセンター、ゆみ～る鎌取ショッピングセンター）毎週火曜日

★印の日は「ゆみ～る鎌取ショッピングセンター」３階イベントスペース、

★印がない日は「鎌取コミュニティセンター」にて開設します。

行政相談はすべての開設日に相談できます。

暮らしの行政相談所でご相談できること

名称 相談内容 相談時間

行政相談
暮らしのお困りごと、

行政への苦情、意見、要望
10:00～16:00

社会保険労務士 年金、社会保険、労働相談
13:00～16:00

（受付は15:30まで）
税理士 税務相談

司法書士 法律相談、登記、相続
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